
≪中津川市保育園保育料徴収基準額表≫ 

                                   

階 層 区 分 
保 育 料 同 一 世 帯 で 

２ 人 以 上 

入 所 し て 

い る 場 合 

３歳未満児 ３歳以上児 

生活保護法による被保護世帯 A 階層  ０円 ０円 

所 得 税 額 の 合 計 が 

０円の場合、その前年分

の 市 民 税 額 に よ り 

階層が区分されます。 

B 階層 非課税 ４,９００円 ４,２００円 
B～D10 

●年上児童は 

全額 

●２人目は 

１／２額 

●３人目からは 

無料 

C 

階 

層 

C１ 均等割の額のみ １１,４００円 ９,９００円 

C２ 所得割の額が 5,700 円未満 １２,５００円 １１,５００円 

C３ 所得割の額が 5,700 円以上 １４,８００円 １２,７００円 

所得税額の合 計に

より階層が区 分さ

れます。 

D 

 

 

階 

 

 

層 

D１  1,900 円未満 １７,０００円 １５,２００円 

D２ 1,900 円以上 12,500 円未満 １９,０００円 １６,７００円 

D３ 12,500 円以上 40,000 円未満 ２０,６００円 １９,４００円 

D４ 40,000 円以上 58,000 円未満 ２６,３００円 ２３,６００円 

 

D５ 58,000 円以上 70,900 円未満 ３１,５００円 ２４,８００円 

D６ 70,900 円以上 83,800 円未満 ３７,５００円 ２５,８００円 

D７ 83,800 円以上 103,000 円未満 ４２,８００円 ２６,７００円 

D８ 103,000 円以上 192,400 円未満 ４９,８００円 ２７,２００円 

D９ 192,400 円以上 413,000 円未満 ５２,８００円 ２７,８００円 

D10 413,000 円以上  ５２,８００円 ２７,８００円 

※ 保育料基準額の多子軽減は、就学前児童のいる世帯で同時に、保育園のほかに幼稚園、認定こども園、特別支援学校幼児部、

知的障がい児通園施設、難聴幼児通園施設、肢体不自由児施設通園部、情緒障がい児短期治療施設通所部に入所又は、児童

ディサービスを利用している児童についても算定人数に含まれます。 

※ B・C 階層と認定された世帯の内、母子・父子家庭及び在宅障がい児(者)のいる世帯については、次

表による保育料とします。 

 

 

 

 

 

 

【保育料算定について】 

     平成２１年４月分～平成２２年３月分 ⇒ 平成２０年分の課税額により算定 

※ 前年分の課税額の確定が毎年６月なので、４月分～６月分の保育料算定は、毎年提出していただく源泉徴収票

等の資料に基づき仮算定し徴収いたします。したがって６月の本算定により階層区分が変更した方のみ通知し、

追徴または還付をいたします。 

◎ 『住宅取得(特別)控除』は、保育料を算定する際には適用しません。 

◎  国税電子申告・納税システム（ｅ－ＴＡＸ）を使用し確定申告を行った際の所得税の控除額「ｅ－Ｔ

ＡＸ控除」については、保育料を算定する際には適用しません。 

◎ 保育料決定による児童年齢は、４月当初から入所、継続入所については、毎年４月１日現在で算定し、

年度途中での入所については、入所日現在における年齢とする。 

◎ 申告等により、年度途中の『所得税額の変更』がありましたら、保育料も変更となる場合がありますの

で申し出てください。 

― 保育料の口座振替日 ― 

☆ 毎月末日に口座振替します。（金融機関が休業日の場合は、翌営業日） 

４月分 ２ １ ・ ４ ・ ３ ０ ５月分 ２ １ ・ ６ ・ １ ６月分 ２ １ ・ ６ ・ ３ ０ ７月分 ２ １ ・ ７ ・ ３ １ 

  ８月分 ２ １ ・ ８ ・ ３ １   ９月分 ２ １ ・９ ・３ ０ １０月分 ２ １ ・ １１ ・ ２ １１月分 ２ １ ・ 1 1 ・ ３ 0 

１２月分 ２ ２ ・ １ ・ ５ １月分 ２ ２ ・ ２ ・ １ ２月分 ２ ２ ・ ３ ・ １ ３月分 ２ ２ ・ ３ ・ ３ １ 

お問い合せ先：中津川市教育委員会幼児教育課 ℡６６－１１１１（内線４２２３） 

  階層区分 認定階層 
保 育 料 

３歳未満児 ３歳以上児 

B 階層 B０ 階層 ０円 ０円 

C１階層 C1G 階層 １０,４００円 ８,９００円 

C２階層 C2G 階層 １１,５００円 １０,５００円 

C３階層 C3G 階層 １３,８００円 １１,７００円 


